
◎特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法 
（平成一五年六月一八日法律第九八号）   

一、提案理由（平成一五年五月九日・衆議院環境委員会） 

○鈴木国務大臣 ただいま議題となりました特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に

関する特別措置法案及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案に

つきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 

 まず初めに、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法案について

御説明申し上げます。 

 我が国においては、過去に不法投棄等の不適正な処分が行われた産業廃棄物により、

生活環境保全上の支障が生じるとともに、これらの産業廃棄物が長期間放置されること

により、産業廃棄物処理に対する国民の不信感が生じ、循環型社会の形成が阻害される

要因となっている状況にかんがみ、これらの産業廃棄物に起因する支障の除去等を計画

的かつ着実に推進することが喫緊の課題となっております。こうした課題を踏まえ、こ

の法律案を提出した次第であります。 

 以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。 

 第一に、環境大臣は、平成九年の廃棄物処理法の改正前に不適正な処分が行われた特

定産業廃棄物に起因する支障の除去等を平成二十四年度までの間に計画的かつ着実に推

進するための基本的な方針を定めることとしております。 

 第二に、都道府県等は、基本方針に即して、その区域内における特定産業廃棄物に起

因する支障の除去等の実施に関する計画を定めることができることとしております。 

 第三に、国は、産業廃棄物適正処理推進センターが特定産業廃棄物に起因する支障の

除去等の事業を行う都道府県等に対し資金の出捐を行う場合には、予算の範囲内におい

て、その業務に係る基金に充てる資金を補助することができることとしております。 

 第四に、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等の事業を行うに当たり都道府県等が

必要とする経費について、地方債をもってその財源とすることができることとしており

ます。 

 最後に、この法律は、公布の日から施行し、平成二十五年三月三十一日限りでその効

力を失うものとしております。 

……………（略）…………… 

 以上が、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法案及び廃棄物の

処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容の概要であ

ります。 

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。 

二、衆議院環境委員長報告（平成一五年五月二七日） 

○松本龍君 ただいま議題となりました両法律案について、環境委員会における審査の

経過及び結果を御報告申し上げます。 



 まず、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法案について申し上

げます。 

 本案は、過去に不適正処分された産業廃棄物により生じている生活環境保全上の支障

等を時限法による財政支援等により除去しようとするもので、その主な内容は、次のと

おりであります。 

 第一に、国は、平成二十四年度までの十年間に、都道府県等が行う支障を除去するた

めの事業に補助金を支出することができることとする、 

 第二に、事業に要する都道府県等の負担分について、地方債をもってその財源とする

ことができることとする 

等であります。 

……………（略）…………… 

 委員会においては、去る九日鈴木環境大臣から両法律案についてそれぞれ提案理由の

説明を聴取し、十四日に千葉県市原市の不法投棄現場等を視察した後、十六日に質疑を

行いました。次いで、二十日には参考人から意見を聴取するなど慎重審査を行い、二十

三日に質疑を終了いたしました。まず、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関す

る特別措置法案について採決を行ったところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可

決すべきものと決まりました。次に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正

する法律案について、日本共産党から修正案が提出され、趣旨の説明を聴取した後、採

決を行ったところ、修正案は賛成少数をもって否決され、本案は全会一致をもって原案

のとおり可決すべきものと決まりました。 

 なお、両案に対しそれぞれ附帯決議が付されたことを申し添えます。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一五年五月二三日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。 

一 特定産業廃棄物に係る支障の除去等に当たっては、不法投棄行為者や排出事業者等

にモラルハザードが生じないよう、原状回復責任の追及に遺漏なきを期することが重

要であり、そのため措置命令の発出を十分に検討するよう都道府県等に求めるととも

に、これを推進するための技術的支援等を講じること。 

二 都道府県等による実施計画の策定に当たっては、不法投棄行為者や排出事業者等に

対する措置を、透明性と客観性を確保しつつ検証し、当該都道府県等の責任を明確に

するよう求めること。 

三 廃棄物の不法投棄地周辺に対する環境調査を徹底し、住民の不安解消に努めること。 

四 全国の最終処分場の残存容量及び不適正処理廃棄物の実態等に関する正確な基本デ

ータを整備し、公表すること。 

五 特定支障除去等事業については、全国的な施策の展開の観点から実施を優先すべき

もののメルクマールを明らかにすること。 



六 本法が十年間の限時法であることを踏まえ、対策の進捗状況と処理の見通しについ

て、機会を捉えて公表するよう努めること。 

七 本法が対象としていない平成十年六月以降の不適正処分事案についても、措置命令

の発出等による汚染者負担原則の貫徹を可能な限り図るよう都道府県等に求めること。 

三、参議院環境委員長報告（平成一五年六月一一日） 

○海野徹君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、環境委員会における審

査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 まず、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法案は、特定産業廃

棄物に起因する支障の除去等を平成二十四年度までの間に計画的かつ着実に推進するた

め、環境大臣が策定する基本方針等について定めるとともに、都道府県等が実施する特

定支障除去等事業に関する起債の特例その他の措置を講じようとするものであります。 

……………（略）…………… 

 委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、青森・岩手県境不法投棄事案

における行政の責任、排出事業者等の責任を徹底化する必要性、拡大生産者責任が法案

に盛り込まれなかった理由、産業廃棄物税導入の是非等について質疑が行われたほか、

参考人からの意見聴取、青森・岩手県境の不法投棄現場における現地調査を行いました。 

……………（略）…………… 

 次いで、順次採決の結果、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する法律案に

ついては多数をもって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案に

ついては、修正案を否決した後、多数をもって、それぞれ原案どおり可決すべきものと

決定いたしました。 

 なお、両法律案に対しそれぞれ附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一五年六月一○日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。 

一、特定産業廃棄物に係る支障の除去等に当たっては、不法投棄行為者や排出事業者等

にモラルハザードが生じないよう原状回復の責任追及を徹底して行い、必要に応じて

措置命令等の行政処分を遅滞なく行うよう都道府県等に求めるとともに、助言、技術

的支援等を十分講じること。 

二、都道府県等による実施計画の策定に当たっては、不法投棄行為者、排出事業者等に

対する措置について透明性及び客観性を確保しつつ検証を行うとともに、再発防止策

を含め、当該都道府県等の責任を明確にするよう求めること。 

  また、支障の除去等の内容については、周辺住民の意見が反映されるよう必要な措

置を講じること。 

三、特定支障除去等事業の実施に当たっては、新たな生活環境保全上の支障が生じない

よう、安全性及び透明性を確保すること。 



四、特定支障除去等事業については、全国的な観点から実施を優先すべきものの判断基

準を環境大臣が策定する基本方針において明らかにすること。 

五、廃棄物の不法投棄地周辺に対する環境調査を徹底し、住民の不安解消に努めること。 

六、全国の最終処分場の残存容量及び不適正処理廃棄物の実態等に関する正確な基本デ

ータを整備し、公表すること。 

七、本法が十年間の限時法であることを踏まえ、対策の進捗状況と処理の見通しについ

て、適宜、公表するよう努めること。 

八、本法が対象としない平成十年六月以降の不適正処分事案についても、措置命令等の

行政処分により汚染者負担原則の貫徹を可能な限り図るよう都道府県等に求めるとと

もに、産業廃棄物適正処理推進センターの基金の造成については、引き続き事業者等

の協力が得られるよう努めること。 

 右決議する。 


